
山木屋地区復興拠点商業施設イベント運営業務 

企画提案競争実施要項 

 

１．業務の目的 

  本町山木屋地区は原発事故による避難解除後９年を迎える現在、人口の減少とともに帰

還率が５割、うち高齢者が７割を占め、避難前の活気や賑わいを取り戻せていない状況で

ある。 

 賑わい創出のためには、山木屋地区復興拠点商業施設「とんやの郷」の魅力を広域的に

発信し、地元芸能、地元食材、さらには自然豊かな土地柄を活かした体験型イベント等の

コンテンツを盛り込んだ誘客イベントを実施し、当該地区の更なる魅力向上とともに施設

来訪の機会の創出を行い、将来的な賑わいづくりへの継続的な取り組みを目的とする。 

 

２．業務概要 

(1)業務名 

山木屋地区復興拠点商業施設イベント運営業務 

(2)業務場所 

山木屋地区復興拠点商業施設「とんやの郷」 

(3)業務内容 

別添「提案要件書」記載のとおり 

(4)業務履行期間 

契約締結日から令和９年３月１３日まで 

 

３．事業費限度額 

事業費の上限は１，６５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）とします。 

 

４．企画提案競争により選定を行う理由 

 本業務の効果を最大限引き出すためには、民間事業者が持つアイデアやノウハウ、技術

力等を駆使した提案のほか、町に貢献することに対する考えなども考慮しながら、町にと

って最適なパートナーと契約する必要があると考えており、価格のみによる競争では本業

務の目的を達成することが困難であると判断できるため、企画提案競争（プロポーザル方

式）により受託候補者の選定を行うものとします。 

 

 

 



５．参加資格 

 本件企画提案競争に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者としま

す。 

 

(1)地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しない者で 

あること。 

 

(2)民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法 

（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立てを行っている者（再生手続開 

始又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

 

(3)公告の日から契約締結の日までの間において、川俣町の指名除外措置若しくは指名留 

保措置又は入札参加資格の取消しを受けていない者であること。 

 

(4)参加する者が所在する市町村に納付すべき市町村税の滞納がない者であること。 

 

(5)国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。 

 

(6)福島県内に事業所（事務所）を有すること。 

 

(7)本件業務と同種同類の業務実績を有すること。 

 

  



６．手続き及びスケジュール等 

(1)企画提案競争に係るスケジュールは次のとおりとします。 

 

項 目 日 程 備 考 

実施要項等の公表期間 公告の日から  

令和 8年 7月 9日(木)まで 

町掲示板及び町公式

ホームページに掲載 

質問書の受付期間及び回答方法 令和 8年 7月 9日(木) 回答は質問者のほか、

町公式ホームページ

に掲載 

参加申込書の提出期限 

 

令和 8年 7月 9日(木)まで  

一次審査 

（書類審査） 

令和 8年 7月 13日(月)  

一次審査結果通知 

 

令和 8年 7月 14日(火) 

（発送） 

申込者全員に文書で

通知 

一次審査結果の公表 

 

令和 8年 7月 14日(火) 町公式ホームページ

に掲載 

二次審査に係る質問書の受付期

間及び回答方法 

二次審査への招請通知の日

から令和 8年 7月 30日（木） 

回答は質問者のほか、

町公式ホームページ

に掲載 

二次審査に係る書類の提出期限 

 

令和 8年 7月 30日（木）  

二次審査 

（プレゼンテーション） 

令和 8年 8月 4日（火）  

二次審査結果通知 

 

令和 8年 8月 5日（水） 

（発送） 

予定 

二次審査参加者に文

書で通知 

企画提案競争による選定結果の

公表 

令和 8年 8月 5日（水） 町公式ホームページ

に掲載 

契約 令和 8年 8月上旬 予定 

 

 

(2)担当課 

960-1501 福島県伊達郡川俣町山木屋字日向４０番地の１ 

     山木屋地区復興拠点商業施設（愛称：とんやの郷） 

     電話：024-563-2021 FAX ：024-563-2023  

       E-Mail：tonya@town.kawamata.lg.jp 



７．参加申込の方法 

 

(1)受付期間 

 公告の日から令和 8年 7月 9日（木）まで 

（郵送の場合は 7月 9日消印有効） 

 

(2)提出書類及び部数 

 次の書類を各１部提出してください。 

 

①参加申込書（様式第４号） 

②実績調書（添付様式第１号） 

③営業所及び委任関係一覧表（添付様式第２号）（該当ある場合に提出） 

④商業登記簿謄本若しくは商業登記事項証明書、又はその写し 

 ・個人の場合は身分証明書を提出 

⑤直近２年間の各営業年度の財務諸表 

 ・法人の場合は、「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」 

  及び「注記表」の写し 

 ・個人の場合は、各営業年度の「営業用純資本額調書」及び「収支計算書」 

  又は「確定申告書の写し」で税務署等の受付印があるもの 

⑥市町村税の納税証明書（原本）※発行から３か月以内 

 ・所在市町村発行の「市町村民税」「固定資産税」「軽自動車税」又は「未納が 

  無い」ことの証明書 

 ・委任先を設ける場合は、本社分と委任先分を両方提出する。 

⑦納税証明書（写しでも可）※発行から３か月以内 

 ・国に納付すべき消費税及び地方消費税の「未納がない」という証明書 

 ・法人の場合は納税証明書その３の３ 

 ・個人の場合は納税証明書その３の２ 

⑧委任状（入札、見積、契約、受託等に関する一切の権限を委任する場合に提出） 

⑨企業概要が確認できる書類 

 ・企業概要パンフレット等、任意のもので可 

⑩本件プロポーザル参加に対する意向等表明書 

 ・本件業務に対する考え方や提案に向けた思いなどを記載する。 

 ・他参加者との差別化やセールスポイントなどを意識して記載する。 

 ・抽象的にならず、できるだけ具体的に記載する。 

 ・様式は任意とし、Ａ４版１ページ（片面・両面とも可）に納めること。 

 

(3)提出場所 

 ６．(2)の担当課に提出する。 



 

(4)提出方法 

 持参又は郵送とします。 

・郵送の場合は書留郵便とし、宛先部分に「企画提案競争参加申込書」と記載すること。 

・持参の場合は、受付期間のうち土・日・祝日等を除く役場開庁時間内とする。 

 

(5)質疑応答 

 質問及びその回答については次のとおりとします。 

①質問は公告の日から令和 8年 7月 9日(木)まで電子メールで行うものとし、件名 

は「企画提案競争に関する質問について」、質問者の名称、担当者名、連絡先を必ず 

記載して提出すること。 

②質問への回答は電子メールにより行う。なお、審査に影響しない範囲及び内容に 

ついて、町公式ホームページにおいて公表する。 

 

８．一次審査 

 参加申込書等の提出書類をもとに一次審査を行い、最大３者を選抜して二次審査に参加

していただきます。なお、参加者が１者のみであった場合も一次審査を実施します。 

 

(1)一次審査の評価方法及び基準等 

 別添「山木屋地区復興拠点商業施設イベント運営業務 企画提案競争審査基準」のとお

り。 

 

(2)一次審査結果の通知 

 令和 8年 7月 14日(火)に、一次審査の結果通知書を参加申込書の提出者全員に発送 

します。 

 ※一次審査の通過者が１者のみであった場合でも、本件企画提案競争による選定は 

継続します。 

 

９．二次審査用提案書等の作成 

 

(1)受付期間 

 一次審査結果通知を受け取った日から令和 8年 7月 30日(木)まで 

（郵送の場合は 7月 30日消印有効） 

 

(2)提案書等の種類及び部数 

 次の書類を作成し、各８部を提出してください。 

 

① 提案書 



・提案書の構成は任意とするが、用紙サイズはＡ４版（縦版、横版、片面、両面、体裁

等は不問）で、Ａ３版を含めるときは折り込んでサイズを合わせるものとし、別紙「山

木屋地区復興拠点商業施設イベント運営業務 企画提案競争審査基準」に記載され

ている評価項目に関する内容を必ず含めて作成すること。 

 

② 事業費見積書 

・事業費限度額の範囲内とし、内訳として積算根拠を添付すること。 

・提案の一部として金額を提示していただくものであり、契約事務としての正式な見積

書ではない。 

・消費税額がわかるように記載すること。 

 

(3)提出場所 

 ６．(2)の担当課に提出する。 

 

(4)提出方法 

 持参又は郵送とします。 

・郵送の場合は書留郵便とし、宛先部分に「プレゼンテーション関係書類」と記載する

こと。 

・持参の場合は、受付期間のうち土・日・祝日等を除く役場開庁時間内 

 

(5)質疑応答 

 質問及びその回答については次のとおりとします。 

① 質問は一次審査結果通知（二次審査への参加招請）を受け取った日から令和 8 年 7

月 30 日(木)まで電子メールで行うものとし、件名は「企画提案競争二次審査に関

する質問について」、質問者の名称、担当者名、連絡先を必ず記載して提出するこ

と。 

②質問への回答は電子メールにより行う。なお、審査に影響しない範囲及び内容につい

て、町公式ホームページにおいて公表する。 

 

１０．二次審査（プレゼンテーション） 

 

 提案書等の提出書類及びプレゼンテーションによる二次審査を行います。 

 

(1)プレゼンテーションの実施 

①日時 

  令和 8年 8月 4日(火) 

②場所及びタイムスケジュール等 

 別途、二次審査の参加者に通知します。 



 

(2)二次審査の評価方法及び基準等 

 別紙「山木屋地区復興拠点商業施設イベント運営業務 企画提案競争審査基準」のとお

り。 

 

(3)優先交渉権者の特定 

 提案審査委員会における評価が最も高い者を、本件企画提案競争選定における優先交

渉権者として特定します。 

 

 ※契約に向けた優先交渉権者との協議が調わなかった場合に、次点者を繰り上げて 

協議する場合に備え、二次審査の参加者全てに順位付けを行います。 

 

(4)二次審査結果の通知 

 令和 8年 8月 5日（水)に、二次審査の結果通知書を参加者全員に発送します。 

 

 ※優先交渉権者に対する通知は、審査の結果として特定された事実を通知するもので

あり、本件業務の契約相手方として決定するものではありません。通知したのち、

川俣町と優先交渉権者との間で契約締結に向けた具体的協議を行います。 

 

１１．契約の締結 

 本業務の契約は、提案審査委員会が特定した優先交渉権者と業務内容について協議等を

行い、仕様書等の内容を確定した後に、改めて随意契約の手続きによる契約締結を行うも

のとします。 

 また、仕様書等の確定等について、提案された内容などを基本としながら、優先交渉権

者と本町との協議により決定するため、契約額は９(2)で提出いただいた事業費見積書の

額と必ずしも一致するものではありません。 

 なお、優先交渉権者との契約締結に至らなかった場合、又は失格条件に該当すると認め

られた場合には、二次審査における次順位の提案者を優先交渉権者に切り替え、改めて契

約に向けた協議や交渉を行うことがあります。 

 

１２．参加の辞退 

 本件企画提案競争における辞退は随時できるものとする。なお、この場合には、辞退届

（様式は任意）として文書で提出してください。 

 

１３．失格要件 

 次に掲げるいずれかに該当した場合は失格とします。 

 

(1)提出書類が提出期限を過ぎて提出された場合 



 

(2)提出書類に虚偽の記載があった場合 

 

(3)３の事業費限度額を超えた事業費見積書の提出があった場合 

 

(4)審査の公平性を害する行為があったと町長が認めた場合 

 

(5)実施要項の内容に反すると町長が認めた場合 

 

(6)その他、町の指示に反する場合など 

 

１４．その他の留意事項 

(1)参加者は、参加申込書の提出をもって実施要項等の記載内容に同意したものとします。 

 

(2)業務の実績等については、日本国内の業務の実績等をもって判断するものとします。 

 

(3)二次審査への参加は、一次審査において参加決定通知を受けた者のみとします。 

 

(4)二次審査に参加できる者が、提出期限までに提案書を提出しない場合は辞退したもの

とみなします。 

 

(5)本件企画提案競争に係る一切の費用等は、本件業務を実施しなくなった場合も含め、全

て参加者の負担とします。 

 

(6)提出された参加申込書や提案書等の提出期限後における返却はしません。 

 

(7)提出された提案書類の著作権は提出者に帰属することとします。 

 

(8)提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国

の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法又は維持管理

手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、全て参加者が負うものとします。 

 

(9)提出された参加申込書や提案書等は、優先交渉権者の選定以外に提出者に無断で使用

しません。なお、選定に必要な範囲において複製をすることがあります。 

 

(10)参加者は、複数の参加申込書や提案書等を提出することはできません。 

 

(11)参加申込書や提案書等の提出期限後における差替及び再提出は、原則としてこれを認



めません。 

 

(12)本件企画提案競争における経過及びその内容等に関し、公表する事項のほかは、いか

なる問い合わせにも応じません。 

 

(13)提出された提案書等は、川俣町情報公開条例に基づく情報公開請求の対象となります。 

 

(14)参加者（参加を予定している者を含む。）又はその関係者は、本件企画提案競争の期間

中に審査委員会の委員に接触することを禁止し、接触の事実が認められた場合には失

格とすることがあります。 

 

(15)本件企画提案競争は随意契約に向けた優先交渉権者を選定するものであり、具体的な

業務内容は参加申込書や提案書等に記載された内容、またプレゼンテーション時の質

疑応答などを反映しつつ、川俣町との仕様等に係る協議を経ながら決定するので、必

ずしも提案内容等に沿って実施するものではありません。 

 

(16)社会情勢や財政事情の変化、その他の不可抗力等により、事業計画を変更又は中止す

る場合があります。この場合、参加者に対して川俣町は一切の責任を負わないものと

します。 

 

 


